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各 位 

2020 年 5 月 19 日 

公益財団法人 日本英語検定協会 

 

2020 年度第1回「英検」 本会場申込から団体準会場申込への変更について 

 

個人で本会場申込を完了した皆様 ならびに 

団体から本会場(公開会場)での受験を申込済みで、団体の先生方等から変更申請フォームに回答す

るよう案内を受けた皆様 

 

平素より実用英語技能検定（以下、英検）をご活用いただき誠に有難うございます。 

先般、2020 年度第 1 回英検の試験日につきまして、日程変更（延期）のお知らせをさせていただくと

ともに、団体申込につきましては、「準会場申込」（2 級～5 級のみ）に限り、申込受付締切日を延長

して 6 月 5 日（金）まで申し込みを延長する旨、ご案内申し上げました。 

 

（再掲）2020 年度第 1 回 準会場 試験日程 

申込区分 申込受付期間 一次試験 日程 二次試験 日程 

準会場 

（実施級：2 級～5 級） 

6月 5日（金） 

締切 

6 月 28 日（日） 

7 月 17 日（金）※ 

7 月 18 日（土） 

7 月 25 日（土） 

8 月 22 日（土） 

8 月 23 日（日） 

※中高特別準会場 

準会場の日程詳細については、先般ご案内の以下お知らせをご参照ください。 

2020 年度 第 1 回「英検」 延期開催のお知らせ 【続報】（5 月 8 日付） 

 

発表後、第 1 回検定の新しい試験日程をご覧になった受験者様から、「個人申込（本会場）から団

体準会場申込に変更したい」というご要望を数多くいただきました。また団体申込責任者様からは、  

「4 月時点では団体での準会場申込を見送ったが、現時点では準会場受験が可能となった。通いな

れた学校・塾で、準会場料金で生徒に受けさせたい」というご要望を多くいただきました。 

 

また、英検協会としては、受験者様一義に試験実施がおこなえるよう尽力しているところではございますが、

昨今の諸状況により、本会場の会場確保が不安定な状況にあり、場合によっては受験者様にとりまして

近隣の会場での受験が叶わないエリアも出てくるおそれもございます。 

 

以上のことから、2 級から 5 級の本会場申込を完了している受験者様を対象に、団体準会場申込へ

の変更を、受け付けさせていただきます。 

 

申込方法（受験方法）の変更を希望する場合、 

①本会場受験から準会場受験への変更申請フォーム（以下、変更申請フォーム）に 5/27（水）

までにご回答ください。 

②準会場実施団体の先生に変更申請フォームに回答したことをお伝えし、準会場でのお申込みを

6/5（金）までに済ませてください。 

https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2020/0508_01.html


2 

 

 

＜本会場受験から準会場受験への変更申請フォーム＞ 

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/honjunhenkou0518/main/ 

 

申請フォームに回答いただく情報は、氏名、生年月日、申込方法、受験級（申込時）、一次試験  

受験希望の都道府県（申込時）、準会場でお申し込み予定の団体名、ご連絡先となります。 

変更申請フォームに回答いただいた時点で、本会場の座席準備を止めさせていただきます。 
 

なお、本会場の座席準備のため、変更申請フォームへの回答は 5/27（水）までとさせていただきます。

5/27（水）以降も団体申込責任者の先生からのお申し出があれば、準会場への変更は可能ですが、

その場合は、準会場での検定料との差額をお返しできませんので、ご注意ください。 

 

＜本会場申込のキャンセル確定について＞ 

準会場申込の際、団体に準会場検定料をお支払いいただくことになります。 

 

（ご参考）本会場・準会場実施の検定料                         （税込） 

 2 級 準 2 級 3 級 4 級 5 級 

本会場の 

検定料 
7,400 円 6,900 円 5,900 円 3,600 円 3,000 円 

準会場実施の 

検定料 
5,500 円 4,900 円 3,900 円 2,600 円 2,000 円 

 

準会場で英検を受験いただき、本会場申込時に申告した個人情報・受験級と、準会場受験時に申

告する個人情報・受験級がすべて一致していることを条件に、本会場申込のキャンセルが確定され、

本会場検定料を以下の方法で精算いたします。 

 

・「個人申込から団体準会場申込への変更」の場合： 

クレジットカードでお支払いした場合、クレジットカードに払い戻します。それ以外のお支払い方法の場合、

本会場申込時に申告した住所宛に、検定料分の払出証書をお送りします。クレジットカードへの払い戻

し、払出証書の送付、どちらも 9 月頃を予定しています。 

 

・「団体本会場申込から団体準会場申込への変更」の場合： 

すでに本会場料金をお支払いされている場合、差額分を団体責任者様宛に 7 月頃に払出証書にてお

返ししますので、団体責任者から本会場検定料をお受け取りください。なお、6/5（金）までに団体責

任者の先生から準会場検定料をお支払いいただきます。 

 

＜受け入れ先の団体でご受験いただく際の注意点について＞ 

受け入れ先の準会場団体に加わってお申し込みをいただく場合は、個人でお申し込みをいただく場合と

異なり、当該団体所属の申込者としてご受験いただく扱いになります。また、申し込み・受験にあたっての

連絡は全て申込責任者を通して行われます。よって、成績表通知も申込責任者宛てとさせていただきま

すので、お申込み方法や成績表の受領等については申込責任者にご確認をお願いします。 

 

以上につきまして、何卒ご理解をいただき、ご確認ご検討をいただきますよう、お願い申し上げます。  

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/honjunhenkou0518/main/

